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〇医療法第30条の4第1項に基づき、都道府県は基本方針（及び地域医療構想（R9.4～））に即して、かつ地域の実情に応じて医療計画を定
める。
〇現行の医療計画の期間は令和６年度（２０２４）から令和１１年度（２０２５）までの６年間。医療法第３０条の６の規定に基づき、在
宅医療その他必要な事項について、現行計画の３年目に当たる令和８年度中に中間見直しを行うこととされている。

関連法令

〇令和８年度に策定予定の新たな地域医療構想が、令和９年度以降は医療計画の上位計画となるため、今後、医療計画は、地域医療構想に
即した実行計画へと位置付けが変わる。
〇国では新たな地域医療構想の策定にかかるガイドライン等を策定中。
〇こうしたことから、今回の中間見直しでは全面改定は行わず、早急な見直しを要する箇所についてのみ追加・変更することとする。

【見直しを要する例】
（１）国の「地域医療構想医療計画の見直し等に関する検討会」による意見に基づく内容
（２）上記（１）を踏まえて見直しを行った国の「医療計画作成指針」及び「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」に
基づく内容

（３）このほか、本県の状況変化に伴う必要に応じた見直し

中間見直しの基本的な考え方
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